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保護者会資料  

生活指導部  

 

令和７年度石川中学校のきまり 
 

☆登下校  

（１）学校に出入りする際は正門、東門を使用する。下校時は正門のみを使用する。  

（２）特に先生の許可がない場合、午前８時より前に登校しない。  

（３）自転車通学は禁止する。  

（４）登校後、無断で校外に出てはいけない。  

（５）登校、下校の時刻をきちんと守る。部活動を含めた生徒の最終下校は、  

夏季（３月～１０月）18：15、冬季（１１月～２月）17：４５とする。  

（６）登下校中、飲食物を食べたり、飲んだりしてはいけない。（買い食い禁止）  
 

☆身なり  

（１）登下校をはじめ、学校生活を送る際、石川中で定めた標準服を着用する。  

ネクタイは式典時、必ず着用する。ただし、１学期終業式・２学期始業式はネク

タイを着用しなくてよい。女子は指定ベストを着用する。  

①シャツはワイシャツとし、色は白とする。ただし、夏服時はワイシャツの代わりと

してポロシャツも認める。  

ポロシャツの色は白の無地、または白地にワンポイントのものに限る。  

（ただし、式典時はワイシャツ）  

（ワイシャツ、ポロシャツの下に着るものは白を原則とする。カラーシャツ類は不可

とする。） 

②標準服は購入時のものを使用する。女子のスラックスの選択も可能。  

女子のスカートの一番短い基準を膝にかかる程度とする。  

③靴下の色は、白・黒・紺・グレーを基本とする。またルーズソックス、ストッキング  

は禁止する。  

ただし、寒い時期にタイツ（黒で無地）は着用してもよい。  

④ベルトは無地で、黒、紺、こげ茶色のもの着用し、型押しや極端に幅が狭いものは

着用しない。  

⑤冬服時は、ブレザーの中に指定のスクールセーター（紺色、Ｖネック）を着用す

ることができる。  

また、登下校時に防寒着（派手でないコート類、色は紺・黒・茶・グレー）を着用

しても構わない。その際、防犯（安全）上フードのついていないものが望ましい。 

膝掛け（華美でないもの）は、一般教室のみ使用できる。  

 

⑥靴は運動靴、革靴とする。体育の授業では運動靴を使用する。  

（２）校章は上着の決められたところに付ける。  

（３）上履き、体育館履きを区別し、指定されたものを使用する。  

・はっきり記名する。（前とかかと部分）・落書きをしない。・かかとを踏まない。  
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（４）頭髪は清潔なものとし、パーマ、アイロンウェーブ、脱色、染色など加工しない

こと。  

また整髪料の使用はしてはならない。その他、奇抜な髪型も同様とする。  

（５）ピアス、指輪、ネックレス等（チタンネックレスも含む）のアクセサリー類はしては

ならない。 

→手足首につけるゴムやひも製の物、あるいはカチューシャ類もアクセサリー類に入る。 

 

☆持ち物・金銭  

（１）不必要な金銭や貴重品を持ってきてはならない。また、生徒間で金銭の貸し借り  

をしてはならない。  

（２）授業や学習活動に関係ないものは持ってきてはならない。  

（３）持ち物には全て学年、組、氏名を明記する。  

（４）給水のための飲み物は家庭から水筒で持参したお茶、スポーツドリンク類とする。 

ペットボトル使用に関しては生徒会からの指示に従う。  

（５）（４）以外の飲食物を持ち込まない。  

（６）金銭の納入がある場合は、始業前にすませる。また、仕方なく金銭を持ってきた場合は、 

朝のうちに担任の先生に預ける。  

（７）生徒手帳は自分の身分証明書であるので常に携帯する。   

 

校舎使用上の注意 

（１）校舎、用具、施設（自分たちの使う物）を大切にし、傷つけたり、汚したりしないよう

に注意する。 

（２）消火器、非常ベル、非常扉等は緊急の時以外は絶対にさわってはいけない。 

（３）保健室、図書室、体育館等は利用のきまりにしたがって使用する。  

（４）職員、来賓トイレ（２階西トイレ）は原則として使用しない。  

（５）施設、用具など破損した場合は、直ちに担任の先生または顧問の先生に届け出る。  

（６）次の場所には、先生の指示があったとき以外は入らない。  

・放送室    ・職員更衣室    ・応接室    ・印刷室    ・機械室    ・図書室 

・特別室の準備室  ・屋上   ・ベランダ   ・体育館    ・武道場    

・教材室     ・体育倉庫    ・物置き    ・非常階段 

 

諸 届・連 絡 

（１）欠席・早退・忌引き・遅刻は始業前に保護者が電話連絡または、home&school で

連絡を入れる。 

（２）体育の見学の際は、生徒手帳によって届け出る。  

なお、早退したときは帰宅したことをすぐに学校に連絡をする。  

（３）住所変更その他、届け・連絡は保護者が、文書または電話で連絡をする。  

生徒手帳に記載してあるルールは必要最低限のものであり、それが全てではありません。 

集団生活・社会常識についての内容は記載していませんが、当たり前のことを当たり前  

に判断し行動できる生活習慣を身につけること。  


